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人生の最終段階における医療の在り方 

―地域包括ケアシステム構築の究極にあるもの― 

 阿曽沼克弘 

 

2013年 8月 6日に出された、社会保障制度改革国民会議の報告書における「医療・介護

分野の改革」の項で、地域包括ケアシステムの構築が提唱され、それを後押しするように、

2014 年春、在宅医療の充実を掲げた診療報酬の改定も行われた。地域包括ケアシステムと

は、これまでの救命・延命、治癒、社会復帰を前提とした「病院完結型」の医療から、地

域全体で支える「地域完結型」の医療への変換をはかり、高齢者のために、まず住まいを

確保し、それぞれの地域に見合った生活支援を行った上で、医療、介護、保健・予防を一

体的に提供し、高齢者を地域で支えていこうとするものである。その背景には、近年、認

知症をはじめとした慢性的な病気を抱える高齢者が増加して行く中で、「健康に暮らす＝病

気を治す」という概念から、「心身の状態に応じて生活の質を高める＝支える」という概念

の生き方への変換がある。この地域包括ケアシステムでは、そのような高齢者における、

住み慣れた地域での尊厳のある暮らしの継続と生活の質の向上を目的としており、そのた

めに、医療・介護のより密接な連携が求められるのである。しかしながら、行政がこのシ

ステムについて説明する際、「高齢者がいつまでも健康で暮らせる社会を目指す」といった

誤ったフレーズを使うために、真の方向性が見失われてしまっている。予防医療・介護で

健康寿命を延ばし、その年齢を越えて援助が必要になった高齢者を、病院ではなく出来る

だけ地域で支えていくというところまでは良いのであるが、その先が見えていない。つま

り、国民会議の報告書で語られている「地域完結型」の医療の先にあるのが、当然誰にも

訪れる「死」という事であることに、多くの人が気付いていないか、もしくは気付いてい

ても、そのことに触れるのを避けているのである。 

 

すなわち、この地域包括ケアシステム構築の究極にあるものは、これまで 8 割の人が病

院で最期を迎えていた状況から、自宅や介護施設といった地域社会で看取りへの転換なの

である。実際、そのことは報告書にも明記されており、「超高齢社会に見合った『地域全体

で、治し・支える医療』の射程には、そのときが来たらより納得し満足の出来る最期を迎

えるように支援すること―すなわち、死すべき運命にある人間の尊厳ある死を視野に入れ

た『QOD（クオリティ・オブ、デス）を高める医療』―も入ってこよう。」と述べられてい

る。このことを、行政も、医療・介護関係者もしっかりと認識し、それに見合った制度設

計を目指さなければならない。例えば、高齢者が介護施設で最期を迎えるためには、看取

りについての共通な理念を持った施設長と嘱託医がタッグを組むことが不可欠であり、ど

ちらか一方が欠けても施設での看取りは成り立たない。地域全体で言えば、やはりケアマ

ネージャーと在宅医の意思疎通、連携が重要となるであろう。もちろん、どのような場で

あれ、本人・家族の意志が第一に尊重されなければならないのは言うまでもないが、と同
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時に、本人・家族の「選択と心構え」も重要となろう。さらには、家族、介護職員といっ

たまだ人の死に慣れていない人たちに、自然な看取りの在り方について啓蒙することも重

要である。今こそ、皆が、このシステムの究極的なゴールを見据えて、それぞれの立場で、

意識の改革・共有化を図り、高齢者を取り巻く環境の整備や効率的な制度の運用などを実

行することが必要である。 

 

 一方、高齢者、特に超高齢者に医療がどのように関わっていくべきかということは、今

医療者が直面している大きな課題である。超高齢者の救急搬送が年々増えている中、受け

入れざるを得ない急性期病院の現場の医師たちは、人生の最終段階を迎えようとしている

超高齢者に遭遇した場合、どこまでの医療を施すことが妥当なのか、頭を悩ませている。

同時に、老人介護施設や療養型病棟には、全く自分の意思表示もできず、自発的体動も見

られないまま、経鼻胃管や胃瘻からの水分栄養補給で、生命のみを維持されている超高齢

者が多数存在することも事実である。その方たちが、本当に「尊厳ある死」を迎えようと

しているのかという問題は、近年徐々にクローズアップされ、医療者及び一般の人たちの

関心は高まってきている。著書「平穏死のすすめ」の中で、老衰で口からものが食べられ

なくなった高齢者に胃瘻をつけて、強制的に栄養を与えることに警鐘を鳴らした石飛幸三

氏が、各地の講演に引っ張りだこなのもその表れであろう。確かに、老衰→誤嚥→肺炎→

治療→快復→胃瘻造設といった、かつてよく見られた超高齢者の症例は、ここ数年減少傾

向にあると言ってよい。 

 

 高齢者の「終末期」の医療については、2007 年に厚生労働省から「終末期医療の決定プ

ロセスに関するガイドライン」が出され、2012年には日本老年医学会から「「高齢者の終末

期の医療およびケア」に関する日本老年医学会の「立場表明」2012」が出されている。ち

なみに 2007 年の厚労省のガイドラインは 2015 年 3 月に改定され、「終末期」という言葉

はすべて「人生の最終段階における医療」と書き直されている。ガイドラインとしては、

日本老年医学会が 2012年 6月に出した「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドラ

イン～人工的水分・栄養補給の導入を中心として～」が秀逸である。その中の解説 34には、

「「死はいかなる場合にも、ぎりぎりまで避けるべき悪である」という思い込みから、医学

の専門家も、素人の市民たちも解放される必要がある」と述べられており、本人の益とな

らない「医療」を漫然と続け、生物学的生命の存続のみを目指すことを繰り返し戒めてい

る。国立長寿医療研究センターでは、2007 年より「私の医療に対する希望（終末期になっ

た時）」と題して、人生の最終段階が来たときに、心臓マッサージ、人工呼吸、胃管や胃瘻

による栄養補給など細かな医療行為について、それを受けるかどうか、あらかじめ本人の

意向を聞いておく意識調査も試みられている。一方で、少子高齢化が進み、少数の若年層

が多数の高齢者を支えなければならなくなる社会の訪れを前に、肥大化する医療費、介護

福祉費の抑制のためには、高齢者に対する適正な医療の施行は考慮されなければならない



3 

 

重大な課題である。 

 

このような社会的背景の中で、地域包括ケアシステムが最終的に目指すものが「QODを

高める医療」であるならば、その一つに、「看取りの医療」という概念があってもよいので

はないだろうか。それは、「人生の最終段階を迎えた高齢者において、本人の益とならない、

延命のみを目的とした治療は行わず、疼痛緩和を中心としたケアにより、平穏な死を迎え

てもらう医療」と定義されてもよいだろう。この「看取りの医療」は、本来なら、在宅医

療に支えられた自宅や介護施設といった地域での看取りの基盤となるものであるが、現実

的には、家族や介護職員の精神的負担、手薄な在宅医の事情などからすると、地域での看

取りの普及には今しばらく時間がかかると言わざるを得ない。そこで、過渡期の施策とし

て、一時的に有床診療所やさらには病院がその役割を担ってもよいのかもしれない。とり

わけ、身近な人の死を自然なものとして受け止められるように、家族の精神的なケアを行

うこともこの医療の重要な役目となろう。 

 

ところで、人生の最終段階における医療とはいうものの、いつからが最終段階かという

判断はなかなか難しい。先に紹介した、日本老年医学会の立場表明には、「「終末期」とは、

「病状が不可逆的かつ進行性で、その時代に可能な限りの治療によっても病状の好転や進

行の阻止が期待できなくなり、近い将来の死が不可避となった状態」とする。」と述べられ

ており、一見明確に定義されているように見えるが、ここでいう「病状」というのはまさ

に「老化」と言い換えることが出来る。つまり高齢化そのものが、人生の最終段階にほか

ならないのである。しかしながら、95 歳を超えた超々高齢者でも、自立し元気に過ごして

おられる老人も少なくなく、年齢での個人差はあまりにも大きい。また、寝たきりになっ

ても、認知症になっても、全介助の下であれ口から食事が食べられるし、食べる意志があ

るうちは、まだまだ生きる意欲があると言ってよいだろう。結局、最終段階かどうかの決

定については、その時点時点での本人の身体的精神的健康状態をもとに、家族を含めた高

齢者医療・ケアチームによるケースバイケースの判断ということになろう。ただこの問題

の一つの解決策は、人生の最終段階を自分で決めること（決めておくこと）ではないかと

私は考える。健康保険証の裏に臓器移植の意志を確認する文言があるのをご存知だろうか。

85 歳を過ぎた方の臓器を移植に使用することはまずありえないであろうから、そのような

超高齢者の保険証からは臓器移植の意志確認の項目をはずし、以下のような項目を載せた

らどうであろう。 

□ 「平穏死」宣言 

私は、満   歳を超えた日から、緩和ケアのもとの看取りの医療を望みます。すなわち、

気管内挿管、胃瘻造設等の無益な延命治療は望みません。また、これはその時点で私が認

知症であるかどうかには関わらないことです。  

 平穏死を望む方は□の中に☑を入れ、年齢を自分で書き込む。この案のよいところは☑
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を入れるかどうかは本人の自由意思であり、年齢を決めるのは自己決定である。さらに健

康保険証なので、余程の緊急事態でなければ、どこの病院であれ受診の際は必ず持参する。

医師はその裏を見ればすぐに本人の意志を確認できる。また、健康保険証には生年月日が

記載されているから、時間も 1 分 1 秒まで規定される。さらに保険証は年に１回の更新が

あるので、その時にまた新たに考え直し記入することが可能である。自分で判断出来なく

なった時のことを考え、もしそうなった場合には家族にそのままの同じ記載を継続しても

らうようあらかじめ託しておけばよいだろう。 

 

このような試みが、現時点での、高齢者医療・介護の様々な問題をすぐに解決する訳で

はないが、将来を見据えて、一刻も早く何らかのアクションを起こす必要があることは間

違いない。個人的には、出来れば自分の意思表示が出来る内に「平穏死」宣言をしておき、

最期は、「看取りの医療」による平穏な死を迎えたいものである。 

 

（2015年 7月 3日） 


